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平成２９年第２回牛久市議会定例会会期日程表 

 

日 次 月   日 曜 開議時刻  摘        要 

第１日 ６月 ２日 金 午前１０時 

○開 会 

○会議録署名議員の指名 

○諸般の報告 

○会期の決定 

○議案上程  （３３号～３６号、 

        ５０号～５２号） 

○提案者説明 

○議 案 上 程 （３７号～４５号、 

        ４７号～４９号） 

○提案者説明 

○質 疑 

○討 論 

○採 決 

○議 案 上 程 （４６号） 

○提案者説明 

○質 疑 

○討 論 

○採 決 

○意見書案上程（５号） 

○提案者説明 

○休 会 の 件 

○散 会 

第２日 ６月 ３日 土 休   会  

第３日 ６月 ４日 日 休   会  

第４日 ６月 ５日 月 休   会  議 案 調 査 



 

第５日 ６月 ６日 火 午前１０時 

○開 議 

○一般質問  

○延 会 

第６日 ６月 ７日 水 午前１０時 

○開 議 

○一 般 質 問 

○延 会 

第７日 ６月 ８日 木 午前１０時 

○開 議 

○一 般 質 問 

○散 会 
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○開 議 

○議案上程  （３３号～３６号、 

        ５０号～５２号） 
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○質 疑 

○委員会付託 

○休 会 の 件 

○散 会 

第９日 ６月１０日 土 休   会  
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○開 議 
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        ５０号～５２号） 
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○各委員長報告 

○委員長に対する質疑 

○討 論 

○採 決 

○閉会中の事務調査の件 

○閉 会 



 

平成２９年第２回牛久市議会定例会 

 

議事日程第１号 

    平成２９年６月２日（金）午前１０時開会 

 日程第 １．会議録署名議員の指名 

 日程第 ２．会期の決定 

 日程第 ３．議案第３３号 牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例について 

 日程第 ４．議案第３４号 牛久市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ５．議案第３５号 牛久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ６．議案第３６号 平成２９年度牛久市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第 ７．議案第５０号 牛久市特別職の職員で常勤のものの給料の特例に関する条例に

ついて 

 日程第 ８．議案第５１号 工事請負契約の締結について 

 日程第 ９．議案第５２号 工事請負契約の締結について 

 日程第１０．議案第３７号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 日程第１１．議案第３８号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 日程第１２．議案第３９号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 日程第１３．議案第４０号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 日程第１４．議案第４１号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 日程第１５．議案第４２号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 日程第１６．議案第４３号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 日程第１７．議案第４４号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 日程第１８．議案第４５号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 日程第１９．議案第４７号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 日程第２０．議案第４８号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 日程第２１．議案第４９号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 日程第２２．議案第４６号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 日程第２３．意見書案第５号 原発事故避難者に対する住宅支援の復活を求める意見書の提

出について 

 日程第２４．休会の件 



 

午前１０時００分開会 

○議長（板倉 香君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２２名であります。定足数に達しておりますので、平成２９年第２回

牛久市議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 会議録署名議員の指名 

 

○議長（板倉 香君） 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、９番池辺己実夫

君、１０番市川圭一君をそれぞれ指名いたします。 

 次に、この際、諸般の報告をいたします。 

 今期定例会に提出のあった案件は、市長提出議案第３３号ないし議案第５２号の２０件、意

見書案第５号の１件、請願第２号及び請願第３号の２件であります。 

 なお、今期定例会において本日までに受理した請願は、お手元に配付のとおり所管の常任委

員会に付託いたしましたから、報告いたします。 

 次に、市長から地方自治法第１８０条第１項の規定により、報告第２号の専決処分について、

地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により報告第３号、平成２８年度継続費繰越計算に

ついて、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告第４号、平成２８年度繰越明許

費繰越計算について、地方自治法施行令第１５０条第３項の規定により報告第５号、平成２８

年度事故繰越し繰越計算について、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により報告第６号、

出資法人に関する経営状況についての５件の報告がありましたので、その写しをもって報告済

みといたします。 

 次に、今期定例会に説明員として地方自治法第１２１条の規定により出席した者は、お手元

に配付した名簿のとおりであります。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 会期の決定について 

 

○議長（板倉 香君） お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日より１６日までの１５

日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 



 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日から１６日までの１５日

間と決定いたしました。 

 次に、日程第３、議案第３３号ないし日程第９、議案第５２号の７件を一括議題といたしま

す。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議案第３３号 牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

について 

 議案第３４号 牛久市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 議案第３５号 牛久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 議案第３６号 平成２９年度牛久市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第５０号 牛久市特別職の職員で常勤のものの給料の特例に関する条例について 

 議案第５１号 工事請負契約の締結について 

 議案第５２号 工事請負契約の締結について 

 

○議長（板倉 香君） 提案者に提案理由の説明を求めます。市長根本洋治君。 

      〔市長根本洋治君登壇〕 

○市長（根本洋治君） 本日は、平成２９年第２回牛久市議会定例会を招集しましたところ、

議員各位におかれましては御出席を賜り、ここに開会できることを心から御礼申し上げます。 

 本定例会に提出しました議案は、条例の制定及び改正、補正予算、工事請負契約の締結、人

事案件など全部で２０件であります。 

 それでは、人事案件を除く議案につきまして、説明申し上げます。 

 議案第３３号は、牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例についてであります。 

 本件は、社会教育法の改正に伴い、引用条項の改正を行うものでございます。 

 議案第３４号は、牛久市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてであります。 

 本件は、国民健康保険運営協議会に被用者保険等保険者を代表する委員を１名加え、被用者

保険等保険者の意向が反映されるよう改正するものであります。 

 議案第３５号は、牛久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてであります。 

 本件は、地方税法施行令の改正に伴い、軽減措置の改正を行うものでございます。所得の低

い方に対し、国民健康保険税の５割軽減に適用される１人当たりの所得判定基準額を２６万５，

０００円から２７万円に、２割軽減については４８万円から４９万円に引き上げ、軽減措置の



 

拡充を図るものであります。 

 この軽減措置により約１８０万円の減収となりますが、減収分の費用負担については、県が

４分の３、市が４分の１となります。 

 議案第３６号は、平成２９年度牛久市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）でありま

して、既定の予算額に５，０００万円を追加し、予算の総額を２３億３，８００万円とするも

ので、歳入歳出予算及び地方債について補正するものであります。 

 本件は、現在実施している雨水対策事業につきまして、社会資本整備総合交付金の追加交付

の内示がなされたことから、みどり野・東みどり野地区の雨水管布設工事において、来年度に

実施する予定であったものの一部を前倒しし、本年度の整備延長を伸ばすものであります。 

 第１表の歳入歳出予算のうち、歳入といたしましては、国庫補助金、地方債を増額し、歳出

といたしまして、雨水建設事業費の増額を行うものであります。 

 第２表の地方債補正につきましては、本件の財源として地方債の増額を行うことから、公共

下水道雨水事業債の変更を行うものでございます。 

 議案第５０号は、牛久市特別職の職員で常勤のものの給料の特例に関する条例についてであ

ります。 

 本件は、昨年度に続き不祥事が発生したことに対する監督責任に基づき、市長、副市長及び

教育長の給料を平成２９年７月１日から平成２９年７月３１日までの１カ月間、１０％減額し、

市長の給料を現在の月額８８万円から７９万２，０００円に、副市長の給料を月額６８万円か

ら６１万２，０００円に、教育長の給料を月額６４万円から５７万６，０００円とするもので

ございます。 

 一般職員に対する処分につきましては、着服した職員を懲戒免職、担当課長及び担当課長補

佐を減給１カ月間、１０％、教育部長及び担当次長を文書訓告、各部長においては口頭訓告の

処分としております。 

 今後におきましては、公金取り扱いについての管理を徹底することはもちろん、再発防止策

としてのルールを講じてまいりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 議案第５１号及び議案第５２号は、工事請負契約の締結についてであります。 

 議案第５１号は、平成２９年度牛久第一中学校体育館改築建築工事について、工事請負契約

を締結するものであります。内容につきましては、老朽化した体育館の改築工事を行うもので、

去る５月１７日に一般競争入札を執行し、常磐・塚原特定建設工事共同企業体が５億９，１８

４万円で落札したものでございます。 

 議案第５２号は、平成２９年度牛久南中学校校舎大規模改造工事（建築１期工事）について

工事請負契約を締結するものであります。内容につきましては、教育環境の改善を図るため、



 

老朽化した校舎の外装及び内装を改修するもので、去る５月２４日に一般競争入札を執行し、

松浦・木村特定建設工事共同企業体が２億３，８１４万円で落札したものであります。 

 以上が、条例の制定及び改正、補正予算、工事請負契約の締結の概要でありますが、詳細に

つきましてはお手元の議案書等により御審議の上、適切なる議決を賜りますようお願いいたし

ます。 

○議長（板倉 香君） 以上で市長の提案理由の説明は終わりました。 

 次に、日程第１０、議案第３７号ないし日程第２１、議案第４９号の１２件を議題といたし

ます。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議案第３７号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 議案第３８号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 議案第３９号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 議案第４０号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 議案第４１号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 議案第４２号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 議案第４３号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 議案第４４号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 議案第４５号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 議案第４７号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 議案第４８号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 議案第４９号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 

○議長（板倉 香君） 提案者に提案理由の説明を求めます。市長根本洋治君。 

      〔市長根本洋治君登壇〕 

○市長（根本洋治君） 議案第３７号から議案第４５号まで及び議案第４７号から議案第４９

号までは、牛久市農業委員会委員の任命についてであります。 

 本件は、本年７月１９日をもって任期満了となる農業委員会委員について、農業委員会等に

関する法律の改正に伴い、市町村長が議会の同意を得て、農業委員会委員を任命することとな

ったことから、山越康義氏、中島勉氏、吉田功氏、中山みつい氏、飯田光夫氏、石島ますみ氏、

河村利夫氏、坪井隆典氏、板倉宏氏、平沢克人氏、花島常雄氏及び藤田文男氏を、牛久市農業

委員会委員として任命しようとするものであります。 

 各位は、識見、人格ともにすぐれた方々であり、牛久市の農業委員会業務を担う適任者であ



 

ると確信し、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求めるもの

であります。 

 なお、今回の任命による各位の任期は、平成３２年７月１９日までとなります。 

 何とぞ御同意のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（板倉 香君） 以上で市長の提案理由の説明は終わりました。 

 これより議案第３７号ないし議案第４５号及び議案第４７号ないし議案第４９号の１２件に

ついて順次質疑を許します。 

 初めに、議案第３７号について質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第３７号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第３８号について質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第３８号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第３９号について質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第３９号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第４０号について質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第４０号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第４１号について質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第４１号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第４２号について質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第４２号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第４３号について質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第４３号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第４４号について質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第４４号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第４５号について質疑を許します。 



 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第４５号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第４７号について質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第４７号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第４８号について質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第４８号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第４９号について質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第４９号についての質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第３７号ないし議案第４５号及び議

案第４７号ないし議案第４９号の１２件については、会議規則第３７条第３項の規定により、

常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 御異議なしと認めます。よって、議案第３７号ないし議案第４５号及

び議案第４７号ないし議案第４９号の１２件については、常任委員会付託を省略することに決

定いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で討論を終結いたします。 

 これより、議案第３７号ないし議案第４５号及び議案第４７号ないし議案第４９号の１２件

について、順次採決いたします。 

 初めに、議案第３７号牛久市農業委員会委員の任命について、本案はこれに同意することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、本案はこれに同意することに決しまし

た。 

 次に、議案第３８号牛久市農業委員会委員の任命について、本案はこれに同意することに賛



 

成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、本案はこれに同意することに決しまし

た。 

 次に、議案第３９号牛久市農業委員会委員の任命について、本案はこれに同意することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、本案はこれに同意することに決しまし

た。 

 次に、議案第４０号牛久市農業委員会委員の任命について、本案はこれに同意することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、本案はこれに同意することに決しまし

た。 

 次に、議案第４１号牛久市農業委員会委員の任命について、本案はこれに同意することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、本案はこれに同意することに決しまし

た。 

 次に、議案第４２号牛久市農業委員会委員の任命について、本案はこれに同意することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、本案はこれに同意することに決しまし

た。 

 次に、議案第４３号牛久市農業委員会委員の任命について、本案はこれに同意することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、本案はこれに同意することに決しまし

た。 

 次に、議案第４４号牛久市農業委員会委員の任命について、本案はこれに同意することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 



 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、本案はこれに同意することに決しまし

た。 

 次に、議案第４５号牛久市農業委員会委員の任命について、本案はこれに同意することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、本案はこれに同意することに決しまし

た。 

 次に、議案第４７号牛久市農業委員会委員の任命について、本案はこれに同意することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、本案はこれに同意することに決しまし

た。 

 次に、議案第４８号牛久市農業委員会委員の任命について、本案はこれに同意することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、本案はこれに同意することに決しまし

た。 

 次に、議案第４９号牛久市農業委員会委員の任命について、本案はこれに同意することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立全員であります。よって、本案はこれに同意することに決しまし

た。 

 次に、日程第２２、議案第４６号の１件を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議案第４６号 牛久市農業委員会委員の任命について 

 

○議長（板倉 香君） ここで、２０番中根利兵衛君に申し上げます。地方自治法第１１７条

の規定により除斥となりますので、退席願います。 

      〔２０番中根利兵衛君退席〕 

○議長（板倉 香君） 提案者に提案理由の説明を求めます。市長根本洋治君。 

      〔市長根本洋治君登壇〕 

○市長（根本洋治君） 議案第４６号は、牛久市農業委員会委員の任命についてであります。 



 

 本件は、本年７月１９日をもって任期満了となる農業委員会委員について、農業委員会等に

関する法律の改正に伴い、市町村長が議会の同意を得て、農業委員会委員を任命することとな

ったことから、中根利兵衛氏を牛久市農業委員会委員として任命しようとするものであります。 

 中根氏は、識見、人格ともにすぐれ、牛久市の農業委員会業務を担う適任者であると確信し、

農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 なお、今回の任命による中根氏の任期は、平成３２年７月１９日までとなります。 

 何とぞ御同意のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（板倉 香君） 以上で市長の提案理由の説明は終わりました。 

 これより、議案第４６号についての質疑を許します。１５番鈴木かずみ君。 

○１５番（鈴木かずみ君） 市長にお尋ねをいたします。 

 現職の議員を農業委員として任命するということなんですが、その辺のことについては何も

問題がなしということなのか、御所見を伺いたいと思います。 

○議長（板倉 香君） 市長根本洋治君。 

○市長（根本洋治君） 農業委員会等の選出に当たる規定に基づいて選出いたしましたという

ことでございます。 

○議長（板倉 香君） ほかにありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第４６号についての質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第４６号の１件については会議規則

第３７条第３項の規定により常任委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 御異議なしと認めます。よって、議案第４６号の１件については、常

任委員会付託を省略することに決定いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。１４番遠藤憲子君。 

      〔１４番遠藤憲子君登壇〕 

○１４番（遠藤憲子君） 議案第４６号の反対討論を行います。 

 これまで私たち会派は農業委員には議員を選出すべきではないと主張してまいりました。今

回、法が改正されたとしても、その主張に変わりありません。議会は市の開発計画をいち早く

知る立場にあります。また、議員提案で議案を提出することもできます。さらに、農業委員会

は農地転用等を認めることができ、これらを合わせますと疑惑の温床となりかねません。よっ



 

て、議員と農業委員の兼職はすべきではありません。法改正によって市長推薦になったとして

も、主張は変わりありません。 

 以上により、議案第４６号には同意することはできず、反対をするものです。議員各位の御

賛同を心からお願いをいたします。 

○議長（板倉 香君） 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 次に、原案反対の方の発言を許します。７番須藤京子君。 

      〔７番須藤京子君登壇〕 

○７番（須藤京子君） 議案第４６号についての反対討論を行います。 

 今回の農業委員会委員の任命は、農業委員会法の改正により地域の農業をリードする担い手

が透明なプロセスを経て確実に就任するようにするため、市町村議会の同意を要件とする市町

村長の任命制に変更されたことから上程されたものであります。選任に当たっては、市町村長

は推薦・公募を実施し、推薦・公募の結果を尊重して選任議案を作成することとなっており、

その結果としての上程ですから、議会としても十分尊重しなければならないものと理解してお

ります。 

 しかしながら、この４６号議案については、委員は現職の議員であります。議員が委員に選

任されても法的には問題ないということですが、これまでの法制下では議会枠の委員に議会は

女性農業者を２名推薦し、１名の現職委員の任命については結果として否決をいたしました。

これは、農業委員の使命である農地法に基づく許認可などの業務に当たっていることに対する

自粛の意味も私にはございました。 

 改正された農業委員会法では、農地利用の最適化、担い手への農地利用の集積、集約化、遊

休農地の発生防止、解消、新規参入の促進を強力に進めていくという使命を負っています。そ

うした状況下では、なお一層の倫理観が求められると考えます。議会は執行機関の農業委員会

の業務をチェックする立場でもあることから、議員が執行機関の一員となるのは議会のあり方

として自粛すべきと考えております。 

 よって、議案第４６号については反対するものであります。議員各位の御賛同をお願いいた

します。 

○議長（板倉 香君） 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 次に、原案反対の方の発言を許します。６番杉森弘之君。 

      〔６番杉森弘之君登壇〕 

○６番（杉森弘之君） 議案第４６号に対する反対討論を行います。 



 

 私はこの議案第４６号に対する反対は、個人の識見、人格の問題で語るのではありません。

私は市議会の活性化、もっといえば二元代表制における議会の役割、これをどのように強化し

ていくのかという問題として、この議案第４６号に反対をするものであります。 

 周知のとおり、全国市議会議長会は平成１０年２月に地方分権と市議会の活性化に関する報

告書を発表しております。地方分権が今問われている中で、市議会の役割をどのように高めて

いくのか、そのような視点からの報告書であります。そして、その中で特に議員の審議会等へ

の参画を見直すべしと、このような報告が行われているのであります。少しその中身を御紹介

させていただきます。 

 市長の設置する附属機関である各種審議会、協議会などに議員が委員として任命されて参画

する事例が多い。市長部局側としては、審議会という政策形成過程に議員が参画していること

で、議会における審議を円滑にするという側面がある一方、議員の側としては、政策形成の初

期段階における情報資料の入手が容易となるほか、一種の名誉となるなどの側面がある。しか

し、議員が市長の設置する審議会等に参画することは、立法機関と執行機関との機関対立型を

とる民主的な地方制度の趣旨に反する。このことは執行機関による議員の事実上の取り込みが

行われていることを意味するものであり、適当とは言えない。よって、その参画の見直しを図

るため、次のような方策を検討すべきである。 

 第一に、特に法令に定めのあるものを除き、議会は議員が審議会等の委員に就任することを

慎むよう、要綱の制定または申し合わせを行うこと。 

 第二に、やむを得ず議員が審議会等の委員に就任する場合においては、その役員にはつかな

いようにするとともに、その審議内容については所管の常任委員会等へ報告すること。 

 この２つが掲げられているのであります。私は、二元代表制、このことを何よりも私たち議

員が心していかなければならないものと考えております。市民からは、「そのような二元代表

制に基づいて、議員がなぜそのような審議会等に入るのか疑問である」、このような声も寄せ

られています。もっと極端な言い方をすれば「副収入目当てなのか」、このような言葉も聞か

されるのであります。 

 私は議会としての独立性、そして二元代表制を強化していく、このような視点から、今回の

この議案第４６号に反対するものであります。議員各位の御賛同をお願いいたします。 

○議長（板倉 香君） 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 原案反対の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） ほかに討論はありませんか。 



 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で討論を終結いたします。 

 これより、議案第４６号について採決します。 

 議案第４６号牛久市農業委員会委員の任命について、本案はこれに同意することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（板倉 香君） 起立少数であります。よって、本案はこれに不同意することに決しま

した。 

 ここで、２０番中根利兵衛君の入場を許します。 

      〔２０番中根利兵衛君入場〕 

○議長（板倉 香君） ここで、議席にて暫時休憩といたします。 

                午前１０時４０分休憩 

        ――――――――――――――――――――――――― 

                午前１０時４４分開議 

○議長（板倉 香君） 会議を再開いたします。 

 次に、日程第２３、意見書案第５号についてを議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 意見書案第５号 原発事故避難者に対する住宅支援の復活を求める意見書の提出について 

 

○議長（板倉 香君） 提案者に提案理由の説明を求めます。１９番柳井哲也君。 

      〔１９番柳井哲也君登壇〕 

○１９番（柳井哲也君） 原発事故避難者に対する住宅支援の復活を求める意見書（案） 

 東京電力福島第一原子力発電所の事故から６年以上が経過したが、今もなお多くの福島県民

が自主避難も含めた避難生活を余儀なくされている。 

 牛久市においても、市が把握している避難者数は、本年３月末で３９世帯、９７人となって

いる。 

 避難者の方々は、自らは何の過失もないのにも関わらず、住み慣れたふるさとを追われ、家

族や地域が分断されたまま、経済的、心理的負担を抱えながら長期の避難生活を送っている。 

 しかし、政府と福島県は、避難指示区域外からの避難者に対する無償住宅提供を本年３月末

で既に打ち切っている。 

 住宅は最も基本的な生活の基盤であり、避難者は無償住宅提供を打ち切られたことにより、

経済的な困窮に陥っていることが容易に想像される。 



 

 よって国会及び政府は、こうした状況を十分に理解し、自主避難者を含めた避難者に対する

住宅支援を復活するための必要な措置を講じるよう強く要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 平成２９年６月２日 

 牛久市議会 

 議員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

○議長（板倉 香君） 以上で提案者の提案理由の説明は終わりました。 

 次に、日程第２４、休会の件を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 休会の件 

 

○議長（板倉 香君） あす３日ないし５日は、休日並びに議案調査のため休会といたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 御異議なしと認めます。よって、あす３日ないし５日は休会とするこ

とに決定いたしました。 

 以上をもちまして本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。 

                午前１０時４７分散会 


